
 

 

 

 

 

協会会員（団体・個

人）単位からの申請もできます。 

① 10 周年、20 周年、30 周年…の行事であるものに加えて 15 周年、25 周年、35 周年…の行

事（10 周年から５年ごと）もエントリ―できます。 

② 発表者・展示者以外の市民参加が行事内容に含まれている行事 

事業を実施する実行委員会組織表（今回から） 

★新たに申請を考えている団体・個人は、事前に事務局へ申し出てから申請書の作成を進めてください
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